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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 26(オ)146  原審裁判所名 東京高等裁判所 

事件名 造作代金等返還請求 原審事件番号  

裁判年月日 昭和 29 年 3 月 11 日 原審裁判年月日 昭和 26 年 2 月 15 日 

法廷名 最高裁判所第一小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 8 巻 3 号 672 頁   

 

判示事項 一 建物の賃借人が借家権及び造作代又は造作権利増金の名義で賃貸人に交付

した金員は賃貸借終了後その返還を求めうるか 

二 借家法第五条にいわゆる造作の意義。 

裁判要旨 一 建物の賃借人が借家権及び造作代又は造作権利増金の名義で賃貸人に交付

した金員が、賃貸借の設立によつて賃借人の享有すべき建物の場所営業設備等

有形無形の利益に対する対価の性質を有するものである場合において、賃借人

が十数年間も右建物を使用した以上は、格段の特約の認められない限り、賃貸

借が終了しても右金員の返還を受けることはできない。 

二 借家法第五条にいわゆる造作とは、建物に附加せられた物件で賃借人の所

有に属し、かつ建物の使用に客観的便益を与えるものをいい、賃借人がその建

物を特殊の目的に使用するため、特に附加した設備の如きを含まないと解すべ

きである。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

 上告代理人弁護士田中徳一の上告理由第一点について。 

 上告人が大正一三年一〇月一日本件建物を借受け同年同月二七日借家権及び造作代名義で

一四、〇〇〇円、昭和二年一二月五日及び同年同月一九日の二回に造作権利増金名義で各一、

二五〇円宛計二、五〇〇円を被上告人の前主に交付したこと並びに上告人がその後昭和一六

年七月一八日まで十数年間本件建物を賃借使用したことは、原判決が適法に確定したところ

である。従つて、右金員が原判決の認定したように、本件賃貸借の設定によつて賃借人の享有

すべき建物の場所、営業設備等有形無形の利益に対して支払われる対価の性質を有するもの

である限り、上告人が前述のように既に十数年間も本件建物を賃借使用した以上は、格段な特

約が認められない本件では、賃貸借が終了しても右金員の返還を受け得べきものでないこと

いうまでもないものといわなければならない。それ故所論第一点の第一は採用し難い。また、

同第二の寄託であるとの主張並びに同第三の代金であるとの主張は、既に原判決が適格なる

証拠又は明認すべき資料なしとして排斥したところであり、同第二、第三の論旨は、結局原判

決の認定を非難するか又は原判決の認定に副わない事実関係を前提とする法令違反の主張に

帰し、いずれも上告適法の理由として採用することはできない。 

 同第六点について。 
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 借家法五条にいわゆる造作とは、建物に附加せられた物件で、賃借人の所有に属し、かつ建

物の使用に客観的便益を与えるものを云い、賃借人がその建物を特殊の目的に使用するため、

特に附加した設備の如きを含まないと解すべきであつて、これと同趣旨に出でた原判示は正

当であり、諭旨は異る見解の下に原判決の事実認定を非難するものであつて、採用することは

できない。 

 同第三点乃至第五点（同第二点は存在しない）について。 

 同第三点は、原審が適法になした事実の認定並びに理由の判示を非難するに過ぎないもの

であり、同第四点は、前点を前提とする単なる法令違反の主張であり、同第五点は、原審の認

定しない事実を前提とする法令違反の主張であつて、すべて、最高裁判所における民事上告特

例法一号乃至三号のいずれにも該当しないし、また、同法にいわゆる「法令の解釈に関する重

要な主張を含む」ものとも認められない。 

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎） 

 

 

※参考：判例タイムズ 39 号 53 頁、ジュリスト 57 号 52 頁 

 


